
　代理受取の場合は、申請者が来庁する場合よりも、多くの書類が必要です。以下の表を必ずご確認ください。

チェック欄

交付通知書（はがき） ※別紙の記載例をご確認ください。

　法定代理人が申請者の住所・氏名を記入してください。

通知カード（お持ちの方のみ）

住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

申請者の本人確認書類（顔写真付きが必須）

　　以下の①～③のいずれかの組み合わせで書類をお持ちください。

　　　①　Ａ区分：２点

　　　②　Ａ区分：１点　＋　Ｂ区分：１点　（合計２点）

　　　③　顔写真付きのＢ区分の証明書：１点　＋　Ｂ区分：２点　（合計３点）

　　　④　次の「ア」～「ウ」の顔写真証明書　＋　Ｂ区分：２点　（合計３点）

法定代理人（親権者、未成年後見人）の本人確認書類（顔写真付きが必須）

　　以下の①、②のいずれかの組み合わせで書類をお持ちください。

　　　①　　Ａ区分　２点

　　　②　　Ａ区分　１点　　＋　　Ｂ区分　１点　（合計２点）

申請者と法定代理人の関係を証明する書類

　・成年被後見人の場合：登記事項証明書

　・被保佐人　又は　被補助人の場合：登記事項証明書に加え代理行為目録

　　　　【ア.申請者が病院に入院・施設に入所している場合】

　　　　　　所定の様式に申請者の顔写真を貼付し、入院先の病院長又は入所先の施設長

　　　　　　の署名又は記名・押印がされた顔写真証明書

　　　　【イ.申請者が在宅で保健医療・福祉サービスを受けている場合】

　　　　　　　所定の様式に申請者の顔写真を貼付し、サービス提供を受けている介護支援

　　　　　　専門員（ケアマネジャー）及びその所属する事業者の長の署名又は記名・押印

　　　　　　がされた顔写真証明書

　　　　【ウ.成年被後見人の場合】　※被保佐人・被補助人は対象外です。

　　　　　　所定の様式に申請者の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をした顔写真証明書

　※Ｃ区分の確認書類は不可。

　※Ｃ区分の確認書類は不可。

（別紙「マイナンバーカード　本人確認書類一覧」と併せてご確認ください）

マイナンバーカード　代理受取　の　持ち物

マイナンバーカード申請者

窓口に代理受取に来る方

　成年被後見人・保佐人・補助人

　法定代理人（成年後見人・保佐人・補助人）

（別紙「マイナンバーカード　本人確認書類一覧」と併せてご確認ください）

持ち物（原本に限ります。コピーは不可です。）

　申請者の住所・氏名の横に「成年後見人」等と記載し、法定代理人の住所・氏名

をご記入の上お持ちください。

　※交付通知書（はがき）を紛失してしまった場合、代わりの書類を郵送いたしま

すので潮来市役所市民課市民グループへご相談ください。

　申請者が成年被後見人・保佐人・補助人の場合は「申請者」と「法定代理人」（成年後見人・保佐人・補助

人）に一緒に来庁していただく必要があります。

　しかし、「申請者」（成年被後見人・保佐人・補助人）が来庁できない場合、「法定代理人」が代理でカード

を受け取る必要があります。この場合には、法定代理人であることを証明する書類が必要になります。



　　成年被後見人の方は、原則、署名用電子証明書は発行しておりません。

交付通知書（はがき裏面）の書き方の記入例

　すべて法定代理人がご記入ください。

　同じ住所にお住いの場合、法定代理人の住所の記載は不要です。

　暗証番号は、職員が代理で登録いたしますので、誤登録防止のため、暗証番号に

はフリガナも記載してください。

　　例：「0」→英字の「オー」か数字の「ゼロ」、「 I 」→英字の「アイ」か数字の「イチ」

【ご注意】

マイナンバーカード申請者 　成年被後見人・保佐人・補助人

窓口に代理受取に来る方 　法定代理人（成年後見人・保佐人・補助人）

潮来市辻626 成年後見人 潮来市日の出3-11

潮来 あやめ 成年後見人 潮来 太郎

６ ４ １

１２３４

１２３４
１２３４

✔

成年被後見人の場合、

暗証番号は来庁時に

ご記入いただくため、

暗証番号をこちらに

記載する必要はあり

ません。

②～④の数字は

使い分けが

難しいため、

同じ数字でも

問題ありません。

１２３４ＡＢ
ｲﾁ ﾆ ｻﾝ ﾖﾝ ｴｰ ﾋﾞｰ

代理受取に来る方に応じ、

「成年後見人」と記載

している個所は以下の

ようにご記入ください。

保佐人の場合：保佐人

補助人の場合：補助人


